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姫路市中小企業等省エネ設備導入支援補助金 

募集要領 

【申請期間：令和５年５月２５日（木）～令和５年１０月３１日（火）】 

 

※申請期間を１０月３１日まで延長しています 

 

姫路市では、エネルギー価格高騰により厳しい経営状況にある中小企業者等

を支援するため、省エネ設備への更新を行うことで、エネルギーコストの負担

軽減を図るとともに、カーボンニュートラルへの取り組みを推進する中小企業

者等を応援します。 

「姫路市中小企業等省エネ設備導入支援補助金」は国の新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用した補助金です。 

 

１ 対象者  

  下記「(1) 申請要件」をすべて満たし、「(2) 対象外事業者」のいずれに

も該当しない者とします。（以下「市内中小企業等」という。） 

(1) 申請要件 

  申請される場合は、以下のいずれの要件にも該当していることが必要で 

す。 

 要件１ 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者及び個人事業

主並びに中小企業支援法第２条第１項第４号に規定する中小企業団

体であること 

 要件２ 市内に本社（個人事業主にあっては主たる事業所、中小企業団体

にあっては主たる事務所）を置いていること 

※上記申請要件を満たしていない者の申請書類については、受付できま

せんので、後日返却します。 

＜中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者及び個人事業主＞ 

業 種 定 義 

① 製造業、建設業、運輸業 資本金の額又は出資の総額が3億円以下又

は常時使用する従業員の数が300人以下 

② 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下又

は常時使用する従業員の数が100人以下 

③ サービス業 

 

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下

又は常時使用する従業員の数が100人以下 
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④ 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下

又は常時使用する従業員の数が50人以下 

⑤ その他の業種（上記以外） 

 

資本金の額又は出資の総額が3億円以下又

は常時使用する従業員の数が300人以下 

 

＜中小企業支援法第２条第１項第４号に規定する中小企業団体＞ 

種 類 

⑥ 事業協同組合 ⑨ 協同組合連合会 ⑫ 商工組合 

⑦ 事業協同小組合 ⑩ 企業組合 ⑬ 商工組合連合会 

⑧ 信用協同組合 ⑪ 協業組合  

  

 (2) 対象外事業者 

以下に該当する者は対象外となります。 

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める「性風俗関

連特殊営業」及び当該営業に係る接客業務受託事業を営む者 

・中小企業若しくは法人の役員、従業員等又は個人事業主が暴力団等の反

社会勢力である場合、又は反社会勢力との関係を有する場合 

・本市市税に滞納がある者又は確定申告が未申告である者 

・営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

・令和５年度内に、既に姫路市中小企業等省エネ設備導入支援補助金に係

る申請を行っている者 

・本市が指定する「姫路市中小企業等省エネ設備導入支援補助金登録業者

名簿」に掲載されている者 

・過去において同一と認められる事業内容により、市、国等の他の補助金

の交付を受けたことがある者 

・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと本市が判断する者 

 

２ 対象事業 

  市内中小企業等が、事業の用に供する、本市の指定する省エネ性能の高い

機器及び設備へ更新する事業とします。新規購入、新設機器は対象外です。 

  省エネ法によるトップランナー制度（Ｐ１８参照）等に基づき、下記品目

ごとに定める省エネ基準目標年度における省エネ基準以上の品目が対象（Ｐ

３参照）です。 

必ず事前に小売事業者表示制度による統一省エネラベル（Ｐ１８参照）や

省エネ型製品情報サイト（Ｐ１８参照）、メーカーカタログを確認するか、

登録事業者に問い合わせるなどして、導入機器が対象となるか確認してくだ

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/retail/touitsu_shoenelabel/
https://seihinjyoho.go.jp/index.html
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さい。 

 

＜対象品目＞ 

品目区分 省エネ基準 省エネ基準目標年度 

ＬＥＤ照明 － 省エネ基準達成率 100％以上 照明器具：2020年度 

電球：2027年度 

エアコン 家庭用 多段階評価点 ☆3.0以上 壁掛形：2027年度 

壁掛形以外、マルチタ

イプ：2029年度 

業務用 省エネ基準達成率 100％以上 2015年度 

冷凍・冷蔵庫 家庭用 多段階評価点 ☆3.0以上 2021年度 

業務用 省エネ基準達成率 100％以上 ショーケース以外：

2016年度 

ショーケース：2020年

度 

電気温水機

器 

（暖房機能

付き含む） 

家庭用 多段階評価点 ☆3.0以上 

（暖房機能付きは省エネ基

準達成率 104％以上） 

2025年度 

事業用 ・加熱能力 20ＫＷ以下 

  年間加熱効率 4.0以上 

・加熱能力 20ＫＷ超 

  年間加熱効率 3.5以上 

－ 

ガス・石油温

水機器 

（暖房機能

付き含む） 

家庭用 多段階評価点 ☆3.0以上 

（暖房機能付きは省エネ基

準達成率 104％以上） 

2025年度 

事業用 給湯熱効率（定格）94％以上 － 

ハイブリッ

ド温水機器 

－ 電気温水機器及びガス・石油

温水機器の両方の基準を満

たすこと 

－ 

 

 

３ 補助対象経費 

補助対象となる経費は、「２ 対象事業」における機器本体の費用（税抜

き）で、登録事業者から納品し、支払を行ったことが確認できるものとなり

ます。 

なお、機器及び設備の更新（購入）に際しては、原則として本市が指定す
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る市内に事業所のある事業者（登録制）からのものに限ります。取引される

際には、事前に姫路市中小企業等省エネ設備導入支援補助金を活用する旨を

説明し、登録事業者であることを確認してください。 

自宅兼事務所に設置し自宅と共用している場合など、専ら事業の用に供す

る場合以外は対象となりません。 

 

＜登録事業者＞ 

① 本市の指定する登録事業者は、本市ホームページ内の「姫路市中小企業

等省エネ設備導入支援補助金のご案内」（Ｐ１７参照）で確認することが

できます。 

② 市内事業者から機器及び設備を調達される場合は、必ず取引先事業者が

姫路市中小企業等省エネ設備導入支援補助金業者登録名簿に登録している

ことが必要です。未登録事業者から調達する場合は、補助金申請と同時に

登録することが可能です。未登録の場合は、調達先に登録を依頼してくだ

さい。 

③ 市内事業者から調達できない場合のみ、理由書（様式第４号）を提出

し、本市が交付可否決定した際に、市外事業者から調達することが可能と

なります。 

④ 「姫路市以外の事業者の方が安く購入できる」、「姫路市以外の事業者

の方がサービスがよい」、「これまで取引のある業者としか取引できな

い」などは、理由となりません。 

⑤ 姫路市の指定する事業者であっても、代表者が同じ事業者間での取引に

ついては、補助対象経費とはなりません。 

 

４ 対象外経費 

  以下の経費は補助の対象外となります。 

 ① 機器及び設備に係るオプション品、別売りの付属品、設置工事費、撤去 

費、調整費、設定費、修理費、保証料、保守料 

② 機器及び設備の仕入れに関する経費 

③ 利用料、リース料 

④ 申請者以外に提供又は貸与する機器の更新費用 

⑤ 中古品（一度使用されたもの若しくは使用のために取引されたものの使 

用されていない物品又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをい 

う。）への更新費用 

⑥ 振込手数料 

⑦ 交付申請、報告に係る申請代行費、証明発行手数料及び郵送費等 
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⑧ キャンセル等による損失補てん費 

⑨ 取引等に係る消費税及び地方消費税相当額 

⑩ 支払時に、支払金に換算可能なポイント等を取得した場合のポイント等 

相当額 

⑪ 値引き額 

⑫ その他市長が当該補助金の対象として不適切と認める経費 

 

５ 支払方法 

  支払方法は、次ページのいずれかの方法に限ります。 

  振込手数料は対象外経費のため、登録事業者が負担した場合は、値引き相

当として取り扱いますので、見積時によく確認してください。 

  いずれの支払方法でも、支払者名、支払相手方、支払金額、支払日が確認

できることが必要です。 

  クレジットカードによる支払については、決済日（クレジットカード利用

日）と引き落とし日（口座から利用代金が引き落とされる日）に差が生じま

す。決済を行ったにもかかわらず事業完了期限までに引き落としが行われな

い場合は、補助対象とすることができません。そのため、本補助金の支払方

法としては、振込日と入金日に日数差が生じにくい口座振込又はインターネ

ットバンキングを推奨しています。 
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 ＜支払方法＞ 

支払方法 提出書類 備考 

口座振込 

（銀行窓口） 

振込依頼書の写し（金融

機関領収印のあるもの） 

振込依頼人は、法人は法人名、個

人事業主は代表者名が記載され

ていること 

口座振込 

（ＡＴＭ） 
ご利用明細書の写し 

振込依頼人は、法人は法人名、個

人事業主は代表者名が記載され

ていること 

インター 

ネット 

バンキング 

・利用明細の写し 

・口座通帳の写し（表紙・

口座から引き落とさ

れたことが分かる該

当箇所） 

・振込相手方が費用の支払先で

ある登録事業者に限る 

・利用明細の写しに、支払相手方

名が表示されない場合は、領

収書が必要 

・補助申請者・登録事業者とも

に、口座名義は、法人の場合は

法人名、個人事業主の場合は

代表者名が記載されているこ

と 

クレジット 

カード払 

・カード会社発行の利用

明細書の写し（ＷＥＢ

明細書の表示画面を

印刷したものでも可） 

・口座通帳の写し（表紙・

口座から引き落とさ

れたことが分かる該

当箇所） 

・口座からの引き落とし日が令

和６年１月３１日以前である

こと（引き落とし日が令和６

年２月１日以降であるものは

補助対象外※となります。） 

・当該申請者（法人は法人名、個

人事業主は代表者名）名義に

よるものであること 

・１回払いに限る 

 

 ※事業完了（対象機器を調達し使用できる状態にしたうえで、調達先に対し

て費用の支払が完了（資金の移動が完了））期限が、令和６年１月３１日

までとしているため、引き落とし日が令和６年２月１日以降であるものは

補助対象外となります。 

 ・現金、商品券、金券による支払、手形や小切手の振出しによる支払、販売

業者や決済事業者が実施するポイント又は電子マネーでの支払は認めませ
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ん。 

 ・申請者以外の者による支払は認めません。法人の場合は当該法人名、個人

事業主は代表者名での支払のみが認められます。個人事業主の場合に屋号

のみ、家族名、専従者名の支払いは認めません。 

・他の取引との相殺（売掛金と買掛金の相殺等）、割賦、掛け払いによる支

払は認めません。 

・交付決定前の支払は補助対象外とします。 

・交付決定後、納品前に代金を先払いされた場合は補助対象ですが、事前に

登録事業者にご確認の上、取引願います。 

 

６ 補助金額 

(1) 補助率 

補助対象経費（税抜価格）の２分の１（１，０００円未満は切捨て） 

 

(2) 補助金の上限額 

   従業員数による補助金の上限額は以下のとおりです。 

  ・従業員１人の場合               １０万円 

  ・従業員２人の場合               ２０万円 

    以下、従業員１人増えるごとに１０万円を上限額に加算 

  ・従業員２０人以上の場合           ２００万円 

 

 ＜従業員について＞ 

① 従業員とは、申請日時点の以下の者をいいます。 

ア 会社・団体の代表者又は個人事業主 

イ 会社・団体の常勤役員 

週２０時間以上勤務の者に限る。 

ウ 個人事業主の事業専従者（家族従業員） 

直近の確定申告書の「事業専従者の氏名等」に記載されている者に

限る。 

   エ 正社員・正規職員、その他の常用雇用者 

    雇用保険被保険者に限る。 

② 会社・団体の代表者、常勤役員、個人事業主又は事業専従者について

は、他の申請事業者の従業員と兼任、ダブルワークをされている場合、

重複して従業員数に含めて申請することはできません。 

③ 会社・団体の代表者又は個人事業主については、下記の内容を確認す

るため、健康保険証の提出が必要です（ただし、会社・団体の代表者又
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は個人事業主を従業員として数えない場合は提出不要です。）。 

ア 個人事業主として行う事業を、他団体の雇用のもとで行っていない 

（他団体に属して事業を行っている場合、個人事業主とは認められ

ないため、申請を承認できません。） 

イ 法人の代表者が、申請者と異なる他団体の社会保険に属していない 

（他団体に属する場合、上記「従業員」の数に含めることはできませ

ん。） 

  ④ 雇用保険被保険者でない会社・団体の常勤役員については、当該会

社・団体での常勤を確認するため、週２０時間以上の勤務実態が分かる

ものとして、勤怠管理表（直近月）の写しの提出が必要です。 

  ⑤ 法人代表者の親族で、常勤の役員でない者、雇用保険に加入していな

い者は、従業員とはなりません。 

 

(3) 留意事項 

① 申請は１事業者につき１件限りです。ただし、１件で「２ 対象事業」

に記載のある複数の品目を２個以上同時に申請することは可能です（複

数の品目を申請しても、補助金上限額は増えません。)。 

② 同じ事業に対して、県等の公共団体の補助金等を併用する場合は、補

助対象経費から他の補助金を除いた額を補助対象経費とし、その２分の

１が本補助金の上限となります。本補助金申請前に本補助金との併用が

可能か、事前の確認が必要です。 

③ 補助金の交付（支払）は、事業終了後、完了報告により補助金額が確

定した後となります。 

 

７ スケジュール 

(1) 申請期間 

令和５年５月２５日（木）から令和５年１０月３１日（火）まで 

※上記期間中の消印有効。 

※補助金申請額が予算額に達した場合、消印日が達した日に該当する申請

を対象に抽選（後述）を行います。 

※令和５年５月２４日以前の消印のものは受け付けません。 

 

(2) 交付決定 

   受付の順番に従い審査し、交付決定を行います。 

※交付決定には、２か月程度かかる場合があります。 

※補助金交付決定日以降に実施した事業に関する経費のみ、補助金の対象
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となります。 

 

(3) 完了報告 

   令和６年１月３１日（水）まで(消印有効) 

※期限までに完了報告を行わない場合は、補助金を交付できません。 

 

(4) 申請から保管期間満了までの流れ 

 

１ 交付申請 ※提出書類はＰ１０参照 

（申請受付期間：令和５年５月２５日（木）～令和５年１０月３１日（火）） 

   

↓ 

○市  審査・交付可否決定書発送（交付申請の約２か月後） 

   ↓ 

 

２ 事業着手 

（交付可否決定日以降に着手※してください。） 

 

 ※着手とは、交付決定により認められた対象機器の発注（購入の意思表 

示）をいいます。 

 

   ↓ 

 

３ 事業完了報告 ※提出書類はＰ１５参照 

（締め切り：令和６年１月３１日（水）） 

 

     ↓ 

○市  完了審査・補助金確定通知書発送（完了報告提出の約１か月後） 

    ↓ 

 

４ 交付請求  ※提出書類はＰ１６参照 

（補助金確定通知書受取後、通知日より１０日以内に提出してください。） 

      

↓ 
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○市  口座振込による補助金の交付（請求書提出の約１か月後） 

    ↓ 

 

 

 

 

 

８ 申請手続 

(1) 申請方法 

   原則、レターパックライト又はレターパックプラスで申請書類を提出し

てください。（送料は、申請者でご負担願います。） 

  ※消印日（発送日）がわかる方法で提出してください。（料金後納郵便な

ど事務局が消印日（発送日）を把握できないものは避けてください。）

消印日（発送日）が不明なものについては、事務局が受け取った日を消

印日（発送日）として取り扱います。 

  ※申請書類を記入する際は、フリクションボールペン、鉛筆、修正液、修

正テープを使用しないでください。 

  ※持ち込みによる申請書類の提出は受け付けていません。 

 

(2) 提出書類 

 下記①～⑥は、本市のホームページ（ＵＲＬはＰ１３参照）からダウン

ロードしてください。 

① チェックリスト 

② 補助金等交付申請書【様式第１号】 

③ 事業計画書【様式第２号】 

④ 経費明細書【様式第３号】 

  ⑤ 理由書【様式第４号】（姫路市指定以外の事業者から調達する場合の

み） 

⑥ 誓約書【様式第５号】 

⑦ 添付書類  

ア 法人の代表者、個人事業主の健康保険証の写し（６－(2)の補助

金上限額に係る従業員数に含める場合のみ必須） 

イ 法人の登記事項証明書の写し（本社の市内所在地、法人設立日及

び役員名を確認できるもので、申請前６か月以内に発行されたも

のに限る。） 

５ 補助対象購入品の使用、又は保管 ※詳細はＰ１６参照 

（保管期限：令和１１年３月末日） 
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※登記情報提供サービスによりインターネットで取得した登記情

報を印刷したものでも可 

ウ 直近の確定申告書 

・法人の場合・・・法人税確定申告書の別表一 

・個人事業主の場合・・・(Ｂ)第一表と収支内訳書（青色申告決

算書）の写し 

 

※税務署受付印が押されていること。ｅ-Taxの受信通知から確

定申告書を印刷した受付日時が印刷されているものでも可 

※事業専従者を従業員数に含めない場合は、収支内訳書（青色

申告決算書）は提出不要 

※事業開始後１年以内の事業者については、法人は税務署への

法人設立届出書、個人事業主は開業届でも可 

エ 姫路市税滞納無証明書＜姫路市に納税義務のある業者＞（３か月

以内に発行されたものに限る。） 

※姫路市役所税務部窓口等で発行する証明書（窓口で「滞納無証

明書」を取得したい旨お伝えください。） 

オ 個人事業主で主たる事業所が申請者の住所と異なる場合は、主た

る事業所の所在地を証するもの（賃貸借契約書の写しなど、確定

申告書に記載済みの場合は不要） 

カ 従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知

用）の写し及び勤怠管理表の写し（直近月分の写し） 

※上記６－(2)の補助金上限額に係る従業員数に含める従業員

分のみで可 

※雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）

を、ハローワークが発行する事業所別被保険者台帳（令和５

年４月２０日以降発行）で代用する場合は、勤怠管理表の提

出は不要 

キ 雇用保険被保険者でない会社・団体の常勤役員を、６－(2)に記

載する補助金上限額に係る従業員数に含める場合には、勤怠管理

表（直近月）の写し 

ク 販売業者が発行した見積書の写し（内訳に一式は不可。調達する

機器本体、型番、付属品、設置費用及び撤去費用等ごとに数量及

び金額を記載したもの） 

※宛名が申請者であること。 

ケ 二酸化炭素削減量計算のため、申請する品目がエアコン（家庭
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用）、冷蔵・冷凍庫（家庭用）の場合は、環境省の省エネ製品買

換ナビゲーションサイト「しんきゅうさん」（Ｐ１８参照）にて

シミュレートした買換え効果のくわしく比較結果画面を印刷した

もの。 ※かんたん比較ではありません。スマートフォンではく

わしく比較は表示されませんのでパソコンよりアクセスしてくだ

さい。 

コ 省エネ基準を満たしていることがわかるカタログ、メーカーＨ

Ｐ、省エネ型製品情報サイトなどの該当部分のコピー 

サ 本事業で更新する旧機器全ての写真（機器ごとに、更新前の機器

の設置位置が分かる写真と機器のモデルが判別できる程度の拡大

写真の２種類） 

※エアコンは室外機も必要 

シ 併用する国又は県等の公共団体の補助金等に係る申請書類、交付

決定書等の写し（同事業について姫路市中小企業等省エネ設備導

入支援補助金以外にも補助金を受ける場合） 

 

 

 

 

＜提出先＞ 

（宛先）〒670-8501 

姫路市安田四丁目１番地 姫路市役所産業振興課  

省エネ設備導入支援補助金事務局 宛 

 

※提出された書類は返却いたしませんので、必ずご自身で写しをとってお

いてください。 

※到着の確認は、日本郵便（株）の郵便追跡サービスをご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/
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＜関係様式ダウンロードＵＲＬ＞ 

https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000023925.html 

 

 

 

(3) 審査・交付決定 

  提出書類の審査が完了したものから順に結果を通知します（補助金交付

可否決定書【様式第６号】を送付します）。交付決定には、２か月程度か

かる場合があります。交付決定は申込順と前後する場合があります。 

※最終的な補助金の交付額を保証するものではありません。 

※補助金交付可否決定書に記載された額が完了報告後に交付する額の上限

となります。 

※交付決定後に事業を着手してください。（交付決定日は補助金交付可否

決定書で確認してください。） 

 

(4) 抽選について 

  上記７－(1)の申請期間終了までに、補助金申請額の総額が予算額４億８

千万円に達した場合、消印日が達した日に該当する申請を対象に抽選を行

います。抽選から漏れた申請及び消印日が達した日の翌日以降に到着した

申請は、受付対象外として、申請書類一式を後日返却いたします。 

  なお、予算額を超えない場合は、抽選は行わず、すべての申請分を審査

します。 

 

９ 事業実施の手続 

(1) 事業の実施・完了 

  補助対象者は、交付決定日以降に事業を開始して、令和６年１月３１日

（水）までに事業を完了して、完了報告（後述）を行ってください。 

 ※「事業開始（着手）」とは、交付決定により認められた対象機器の発注

（購入の意思表示）をいいます。補助金交付可否決定書の到着を確認し
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てから事業を開始してください。 

※「事業完了」とは、事業計画書【様式第２号】に記載した事業にかかる        

対象機器を調達し使用できる状態にしたうえで、調達先に対して費用の

支払が完了（資金の移動が完了）していることをいいます。 

 

 (2) 事業の変更又は廃止（中止） 

  以下のいずれかに該当する場合は速やかに変更又は廃止（中止）の手続

きを行ってください。 

  なお、事業の変更は完了報告後には出来ません。変更の申請も、原則、

郵送での受付となります。宛先は、申請の場合と同じです。 

① 当該交付の決定にかかる事業を中止する場合 

② 補助事業の遂行が困難となった場合 

③ 国又は県等の公共団体の補助金等に増額が生じた場合 

④ 調達する品目や数量の変更など、当初計画と異なる場合 

⑤ 事業承継により申請者が変更となる場合（申請者が法人の場合で、単

に代表者が変更となった場合は、登記事項証明書の提出は必要ですが、

変更申請書の提出は不要です。） 

※当初に申請した品目、数量に変更がなく、単に経費が増加・減少した場

合や調達先業者を変更した場合は、変更の手続きは不要です。 

※当初に申請した品目が廃版となり、代わりにメーカー、性能及び仕様の

いずれもが同じ後継品を購入する場合は、変更の手続きは不要です。 

※経費が増加した場合でも交付決定通知書に記載のある額が受給できる補

助金の上限です。 

※事業内容の変更は承認されない場合があります。ご注意ください。 

 

＜提出書類＞ 

 下記①～②は、姫路市のホームページ（ＵＲＬはＰ１３参照）からダウ

ンロードしてください。 

① 補助事業計画変更・廃止（中止）申請書【様式第７号】 

② 変更経費明細書【様式第８号】（廃止（中止）の場合は不要） 

※提出は原則、郵送（普通郵便で可）で受け付けます。 

※計画内容を大きく変更する場合は、事業計画書【様式第２号】を再提出

していただく場合があります。 
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１０ 事業完了後の手続 

(1) 完了報告 

  下記必要書類に記入して、提出してください。原則、郵送（普通郵便で

可。ただし、事故等により事務局が提出を確認できない場合は、提出され

たものとは認められませんので、ご注意ください。）での報告となりま

す。宛先は、申請の場合と同じです。 

 

  ＜提出書類＞ 

下記①～③は、姫路市のホームページ（ＵＲＬはＰ１３参照）からダウ

ンロードしてください。 

① チェックリスト 

② 補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）【様式第１０号】 

③ 経費明細書（完了後）【様式第１１号】 

④ 補助対象経費に係る支出の証明書類（「５ 経費の支払い方法」Ｐ６   

参照） 

⑤ 補助対象経費の証明書類（請求明細書等の写し） 

⑥ 国又は県等の公共団体の補助金等の額（確定額）の分かる資料（同じ

事業について申請した場合のみ） 

⑦ 本事業で更新した新機器全ての写真（機器ごとに、更新後の機器の設

置位置が分かる写真と機器のモデルが判別できる程度の拡大写真の２種

類。エアコンは室外機も必要） 

    ※提出された書類は返却いたしませんので、必ずご自身で写しをとって 

おいてください。 

※提出は原則、郵送（普通郵便で可）で受け付けます。 

 

(2) 完了報告に当たっての注意事項 

・完了報告時までに申請要件（上記１－(1)）のいずれかに該当しなくなっ

た場合には、交付決定を取り消す場合があります。 

・事業完了とは、事業計画書【様式２号】に記載した事業にかかる補助対

象を調達設置し、使用できる状態にしたうえで、相手方事業者に対して

費用の支払が完了（資金の移動が完了）していることを言います。 

・完了報告時には必ず経費の内訳が分かるように明細書等を提出してくだ

さい。 

 

(3) 補助金の請求・交付 

  完了報告の審査完了後、補助金確定通知書【様式第12号】を送付しま



 

16 
 

す。補助金確定通知書を受領後、通知日から１０日以内に補助金等交付請

求書（兼振込口座指定書）【様式第１３号】を提出してください。提出

後、約１カ月以内に指定口座に振り込みます。振込日の指定はできませ

ん。また、振込を行った連絡はいたしません。請求書の提出は、原則、郵

送（普通郵便で可）で受け付けます。 

   

＜提出書類＞ 

下記②は、本市のホームページ（ＵＲＬはＰ１３参照）からダウンロー

ドしてください。 

① チェックリスト 

② 補助金等交付請求書（兼振込口座指定書）【様式第13号】 

③ 補助金確定通知書の写し 

④ 振込口座の名義と口座番号が分かる通帳見開きページの写し等 

※振込先の口座名義は申請者と同じであること。 

 

１１ その他 

(1) 注意事項 

① 補助金の返還請求 

    補助金支払後に補助要件に該当しないことが判明した場合、偽りその

他不正の手段により補助金を受領したことが判明した場合、又は下記の

注意事項に反する行為が判明した場合は、交付決定の取消し、既に交付

した補助金の一部又は全額の返還を請求することになります。 

② 帳簿の備付け（関係書類の保存） 

事業者は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年間（総務省

所管補助金等交付規則（平成12年総理府/郵政省/自治省/令６号）第８条

に規定する処分の制限の期間が５年間よりも長期の場合にあっては当該

期間）、帳簿など補助事業に係る全ての関係書類の原本を保存する義務

があります。 

  ③ 財産の処分の制限 

事業者は、この補助事業により取得した財産を取得した年度の翌年度 

から５年間（総務省所管補助金等交付規則（平成12年総理府/郵政省/自 

治省/令６号）第８条に規定する処分の制限の期間が５年間よりも長期 

の場合にあっては当該期間）は廃棄したり、補助金の交付の目的に反し 

て使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはいけません。 

④ 職員による調査 

補助事業の実施状況、収支関係書類その他について、事前の連絡な 
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く、立入調査を行い、報告を求めることがあります。 

  ⑤ 補助金の確定額の異議について 

    補助金の確定額の異議については、原則として受け付けません。 

  ⑥ 取材協力について 

当補助金を活用した事業として、姫路市から取材をお願いした場合に 

は必ずご協力願います。 

  ⑦ 仕入控除について 

補助対象経費について消費税に係る仕入控除が関係する場合は、別途 

事務局に相談してください。 

 

 (2) 個人情報・法人情報の利用 

   以下のことをご了承ください。下記以外の目的では、申請書類及び添付

書類に記載された情報（以下「申請情報」といいます。）を使用しませ

ん。 

  ・申請内容の審査、補助金の交付など本補助金の事務を処理するために必

要な範囲のほか、今後本市が実施する施策において参考とする範囲で、

本市が申請情報を利用します。 

  ・申請の審査過程において、必要に応じ、営業許可の有無や欠格事項の有

無の確認のために、国や兵庫県、地方公共団体など関係官署に対して、

申請情報を提供する場合があります。 

  ・本補助金の財源を負担する国に対しても、申請情報を提供します。 

  ・警察署、税務署などの公的機関からの依頼、その他法令に基づく依頼を

受けた場合、本事業において姫路市が保有する情報を提供することがあ

ります。 

 

＜お問い合わせ＞ 

  姫路市中小企業等省エネ設備導入支援補助金事務局（産業振興課内） 

午前９時から午後５時（土日祝日を除く平日のみ） 

電話番号：079‐221‐2622 

 

ホームページ（補助金のご案内）ＵＲＬ： 

  https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000023655.html 
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＜参考サイト＞ 

 ・トップランナー制度について 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enter

prise/equipment/ 

 

 ・統一省エネラベルについて 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enter

prise/retail/touitsu_shoenelabel/ 

 

 ・省エネ型製品情報サイト 

https://seihinjyoho.go.jp/index.html 

 

 ・省エネ製品買換ナビゲーションサイト「しんきゅうさん」について

https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/ 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/retail/touitsu_shoenelabel/
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/retail/touitsu_shoenelabel/
https://seihinjyoho.go.jp/index.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/

